
中川地区の人口（前月比）

男     ９４３人（－３）

女 1,０３５人（ ±０）

計 １,９７８人（－３）

世帯 ９６６世帯（－１）

令和７年５月末現在

西条市ホームページより「中川公民館だより」と検索するとカラー版がご覧になれます

公民館だより 令和７年７月号（第５０９号）

なかがわ
〒791-0532

西条市丹原町石経８４７番地１

TEL/FAX ：(0898)73-2200

E-mail：nakagawa-k@saijo-city.jp

これからも美しいまちづくり

クリーン中川
日にち ７月１３日（日）

時間・ごみ収集場所は各地区でご確認ください

※公民館での資源ごみの回収はおこないません。

第４１回 中川・桜樹地区ふれあいレクバレー大会

６月８日（日）に、丹原西中学校、中川小学校で、ふれあいレクバレー大会が開催され、

各地区から１５チームが参加し熱戦を繰り広げました。

優 勝 「寺尾明穂チームって伝えなきゃ」チーム
準優勝 「大きめ寺尾界隈」チーム
第３位 「関屋ハイパー」チーム

みなさん、
本当に

お疲れさまでした！



盆踊り練習会 なかがわ子ども教室
盆踊り練習会

焼肉のたれ作り教室

万能つゆ作り教室を開催しました！

スマホ教室を開催しました！

日時：７月８日（火）19：00～
場所：中川公民館 多目的ホール

日時：７月１６日（水）10：30～11：30
場所：中川小学校 体育館

おしらせ

中川大好き連合会総会・座談会を開催しました！

ＪＡ女性部の皆さんと一緒に、おいしい焼肉のタレ
を作りませんか？
焼肉にはもちろん、さまざまな料理に利用でき、夏

バテ予防にも大活躍間違いなしです！
この機会にぜひご参加ください。

日 時：７月１２日(土)９：００～
場 所：中川公民館 調理実習室
材料費：実費（参加人数で割ります）
持参品：エプロン・三角巾・手拭きタオル
定 員：２０名（先着順）
締切日：７月４日(金)
申込先：中川公民館  ７３－２２００

５月２０日（火）、中川大好き連合会総会・座談会が開催
されました。総会では、令和６年度の活動報告等をおこない、
座談会では、各班に分かれて、中川のよいところ、気になっ
ているところを話し合い、「自然がたくさんある」「お米が
おいしい」「地域の協力関係がすごい」、「空き家が多い」
「世代ごとのリーダーが少ない」「交通が不便」等の意見を、
参加者で共有しました。

５月２６日（月）、中川公民館にて、スマホ教室を開催しました！
講師に、ソフトバンク東予店の大藤氏をお迎えし、スマートフォンのＱＲ
コード決済について学びました。その後の質問コーナーでは、たくさんのご質
問をいただき、大いに盛り上がりました。
次回のスマホ教室は、７月２８日（月）１３：３０～を予定しております。
お問合せ・お申込みは、中川公民館（ ７３－２２００）まで。
みなさまのご参加をお待ちしています。

５月３１日（土）、中川公民館に
て、ＪＡ周桑女性部 中川支部のみ
なさまと一緒に,万能つゆ作り教室
を開催しました！
めんつゆの他に、煮物や和え物な

どにも利用でき、この夏、大活躍す
ること間違いなしです☻

おいしくできました！

中川小学校２年生が中川公民館に「まちたんけん」

６月９日（月）、中川小学校２年生の児童が、中川公
民館に来館しました。
「公民館はどんなところ？」「どんなお部屋がある

の？」「公民館はなんのためにある？」など、さまざま
な質問があり、みんな熱心にメモをとってくれました。
館内の見学中も、「このお部屋、前に来たことある

よ！」「ここでピザを作ったよ！」とたくさんお話を
聞かせてくれ、にぎやかで楽しいひと時になりました！



～毎月10日は人権を考える日～

５月２５日（日）に実施しました資源リ
サイクルでは、地域の皆様の御理解と御協力
をいただいたおかげで、昨年度を上回る量の
段ボールや新聞紙等を回収することができま
した。この資源リサイクルで得た収益は、創
立150周年記念事業を中心に、児童及びＰＴ
Ａ活動の費用として、有効に活用させていた
だきます。本当にありがとうございました。

中川小学校ＰＴＡより資源リサイクルのお礼

～『ふらっと茶屋』のご案内～ 参加費無料

〇講師：日野 志織 氏
※体操でたくさん笑って快刺激を！！
お問合せ：西条市地域包括支援センター丹原

0898-35-3427 （申込み不要）

〇日時：7月28日（月）午前10時から
〇場所：丹原公民館 ホール
内容：認知症予防体操

令和６年度 人権問題に関する市民意識調査報告から（その3）

人権擁護課、西条市人権教育協議会では、令和６年５月２１日～６月１０日に「令和６年度 人権問題に関
する市民意識調査」を実施しました。これは、人権施策推進にあたり、５年に１度実施し、人権問題に関する
市民の意識を把握し、今後の施策の基礎資料とするものです。

(詳細について)

西条市ホームページ（人権擁護課）をご覧ください。下記のＵＲＬからお入りください。
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/jinkenyogo/ishikichosar6.html

部落問題（同和問題）を解決するために

 問26で、部落問題を解決するために必要だと思う
ことについて、「学校教育・社会教育を通じて、
差別意識をなくし、人権を大切にする教育・啓発
活動を積極的に行う」が最も多かった。差別解消
のための方法は、やはり「教育」に期待するとこ
ろが大きいと言える。
学校教育・社会教育においては、計画的に「部

落問題学習」を行うことが大切ではないだろうか。
わたしたちは、部落差別をはじめとする様々な差
別・人権侵害が存在する社会で生きている。その
ことは、「差別のある人間関係」にわれわれが取
り込まれていることを意味しており、多くの場合、
そのことを自覚できていない。したがって、きち
んと「差別の現実」から「正しく」学び、展望を
もって差別解消の「道筋」をみんなで考えること
が必要である。
ただ、被差別当事者に差別の原因を押しつけた

り（差別は「差別する側」の問題）、「普通の人
とは違う」という考えを持たせてしまうなど、被
差別の立場の人がいたたまれなくなるような学習
は、「差別の現実を知る、知らせる」ということ
にとどまり、「差別の現実を通して自分や社会を
問い直す」という学習に至っていなかったりとい
うこともある。
差別からの解放をめざすには、自己を振り返る

ことで自らの差別性に気づき、これまでの生活を
問い直す中で、「意識化（社会化のやり直し）」
を継続的に実践していかなければならない。
問27の回答からは、「部落問題」の学習は、自

分の人権意識を変えることができると言える。

（問26）次の施策のうち、部落問題を解決するために、
あなたが必要だと思うものを選んでください。

（問27）あなたは部落問題についての研修や学習をどう思いますか。

人権教育協議会 西条市人権擁護課

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/jinkenyogo/ishikichosar6.html


公民館休館日 ５日、６日、１２日、１３日、１９日、２０日、２１日（海の日）、２６日、２７日

日 曜 時間 行 事 名

毎週
水曜日

乾電池収集日
(もえないゴミの日と同じ)

８ 火 19：00 盆踊り練習会

１２ 土 9：00 焼肉のたれ作り教室

１３ 日 クリーン中川

１６ 水 10：30 なかがわ子ども教室 盆踊り練習会

１７ 木 ガラスビン・ペットボトル等収集日

２２ 火 古紙回収日

２８ 月 13：30 第２回スマホ教室

◇市民サービスコーナー

取扱い日時：月曜日から金曜日

9:00～17:00

（休館日を除く）

中川公民館で住民票の写しと印鑑

登録証明書を受け取ることができ

ます。（即日発行）
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７月の行事予定

保健センター便り
0897 -52-1215

 
菌をつけない

 ●調理前、食事前に手洗い
 ●調理器具やお皿は洗浄、消毒

菌をやっつける

●加熱殺菌
（中心部の温度が75℃で
１分間以上）

菌を増やさない

 ●適切な温度で保管
 ●調理後は速やかに食べる

出典：厚生労働省HP食中毒を防ぐ３つのポイント
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